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はじめに

 1 ） 問題の所在と背景
 第二次世界大戦が終結し、戦後最初に開催さ
れた夏季オリンピック大会は1948年の第14回ロ
ンドン大会（以下、「第14回大会」と略す）で
ある。1936年に第11回ベルリン大会を開催して
以降、戦争の影響によって1940年第12回東京大
会、1944年第13回ロンドン大会が中止となり、国
際オリンピック委員会（International Olympic 

Committee、以下「IOC」と略す）としては、12

年ぶりの開催に至った。ロンドンが1948年大会の
開催地に選ばれた理由は、1939年 6 月に1944年の
第13回夏季オリンピック開催地に決定していたた
め（結局、第二次世界大戦により中止）、準備が
最も迅速にできると判断されたこととされてい
る1）。戦後最初の大会にもかかわらず、第14回大
会は59ヶ国・地域から4106人の選手が参加し2）、
史上最高だった 前回の1936年第11回ベルリン大会

の49ヶ国・地域3956人を上回った。しかしなが
ら、この第14回大会に日本は招待されなかった。
 当時、日本が第14回大会に招待されなかった
理由は、国内オリンピック委員会（National 

Olympic Committee、以下「NOC」と略す）の
存在の有無を指摘していた記事が国内の新聞雑誌
に多く掲載されていた3）。日本のNOCは、1909年
にIOC委員に就任した嘉納治五郎によって、1911 

年に創設された。翌年開催される第 5 回オリン
ピック・ストックホルム大会に日本選手団を派遣
するため、選手派遣の母体となる組織として設立
された「大日本体育協会」がそれである4）。この
大日本体育協会は、第二次世界大戦中の1942年 4 

月に政府の外郭団体となり名称も「大日本体育
会」となった5）。その後、大日本体育会は戦後に
民間団体となり、1948年11月には「日本体育協
会」へと改称された。
 当時の日 本のNOCについては、日本体育協会
（1963）6）によると「太平洋戦争によって、世界
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の孤児となったドイツと日本とは、スポーツにお
いても孤児となって、国際オリンピック委員会か
らも、各種目の国際競技連盟からも、NOCや国
際競技の加盟権を失なって、圏外に置かれてし
まった」と述べている。しかし、日本体育協会・
日本オリンピック委員会（2012）によると、第14

回大会に参加するためには 2 つの条件があり「ひ
とつはIOC公認のNOCがあること、もうひとつ
は参加競技団体が国際競技連盟に加盟しているこ
と」7）と指摘している。すなわち、戦後日本のオ
リンピック・ムーブメント復帰にはNOCの存在
をIOCに承認されることが重要であったと言える
だろう。
 戦後の日本の国内スポーツは急速に進展してい
たが、国際スポーツ関係はやや立ち遅れていた。
日本体育協会（1963）8）によると、「これは当時の
日本の現状と国際政治情勢の関係上、やむを得な
いことであったが、1948年第14回オリンピック・
ロンドン大会の開催や同年第42回IOCロンドン会
議等の情報が伝わるや、著しくこれに刺激され
て、NOC及び各種目別団体の国際競技連盟への
復帰問題がやかましく論議されるようになった」
とされている。当時の大日本体育会のオリンピッ
ク・ムーブメント復帰に向けた動向については、
和所（2019）9）が「戦後の大日本体育会は真実か
もわからないIOCや第14回大会組織委員会の報道
を頼りに第14回大会参加のための糸口を懸命に模
索し、迅速にNOCを創設するための組織の改変
や寄付行為の変更を行って大日本体育会がNOC

であることを明確にしていた」と報告している。
このように、日本がオリンピック・ムーブメン
トに復帰するという目的を遂行するためには、
NOCとしての立場を明確にする組織改変は欠か
すことのできない重要な意味を持っていた。ま
た、オリンピック大会に日本が参加するために
は、IOCが日本のNOCの存在を承認し、大会の
組織委員会からの招待状を受ける必要があった。

 2 ） 本研究の目的と方法
 本研究の目的は、戦後日本のNOCの存在につ

いて、IOCと第14回大会組織委員会がどのように
認識していたのかを明らかにするものである。
本研究の課題を達成するために、第一に、IOCの
見解についてIOC総会の議事録から検討を行うこ
と、第二に、第14回大会組織委員会の見解につい
て同委員会の理事会議事録から明らかにし、同時
期に行われたその他の国のNOC承認の議論とも
比較していきたい。
 本研究における検討の前提として、オリンピッ
ク大会への参加が認められる、すなわち大会組織
委員会から招待状が送付されることに関する『オ
リンピック憲章』上の規定を確認しておきたい。
『オリンピック憲章』（1946年版）10）におけるオリ
ンピック大会への「招待状」に関する規定は第 3 

章第 4 項において「大会参加の招待状は、第一に
国内オリンピック委員会を確立したすべての国々
に組織委員会から送付される」とある。この規定
に則れば、大会の組織委員会はNOCが確立され
ている全ての国に招待状を発送しなければならな
かった。
 ところが、IOCが戦後最初に改正した『オリン
ピック憲章』（1949年版）11）ではこの規定は以下の
ように変更されている。「大会参加の招待状は国
際オリンピック委員会の指示にもとづき組織委員
会から送付される」（第 3 章31項）。この改正によ
り、オリンピック大会ごとに招待状の送り先の
判断がIOCに委ねられることとなった。『オリン
ピックレポート』12）（1948）によると、この改正
は「オリンピック大会を主催するものはIOCで
あるという一線が非常に濃化した」「この規定で
オリンピック参加の意思表示をするにはNOCを
組織してIOCに承認されることが先決条件となっ
た」と述べられている。
 本研究で検討する時期は、この1949年の規約改
正の直前にあたる時期である。したがって、日本
のNOCの存在確認とオリンピック大会参加の可
否の判断に関するIOCや組織委員会での議論は、
招待状送付に関するIOCの権限を強めようとする
議論とほぼ同時に進行した可能性が考えられる。
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 1 ． IOC総会における第14回大会に影響
 を与えるNOC承認の議論

 日本国内における新聞報道によれば、第14回大
会組織委員会による各国NOCに対する大会への
招待状の送付予定は、1947年 3 月下旬であると報
じられていた13）。一方、第14回大会の公式報告書
によると、招待状は1947年 4 月14日に発送され
た14）。日本国内で当初報じられていた時期よりは
 2 週間程度、送付が遅れたと考えられるが、こ
の 4 月に発送された招待状には、日本宛のものは
含まれていなかった。
 さらに第14回大会の公式報告書によれば、1947

年 4 月14日以降にも招待状が送られていた15）。こ
のように複数回に分けて招待状の送付が行われた
背景には、第二次世界大戦直後という特殊な状況
があった。それは、1947年 4 月14日以降に開催さ
れたIOC総会で、新たな加盟NOCの承認が行わ
れ、それらのNOCに対しても招待状が送られた
ためである。しかし、1947年 4 月14日以降の発送
においても、日本への招待状は含まれず、最終的
には日本が招待状を手にすることはなかった。
 それでは第14回大会組織委員会が各国のNOC

に招待状を送付する期間、日本のNOCはIOCに
おいてどのように位置づけられていたのであろう
か。そこで本節では、1947年 4  月14日以降、第14

回大会までに開催された 3 回のIOC総会（1947

年ストックホルム総会、1948年サン-モリッツ総
会、同年ロンドン総会）において行われたNOC

承認審議を中心に、総会の議事録を検討する。

 1 ） 1947年IOCストックホルム総会におけるNOC

承認審議
 1947年に開催されたIOCストックホルム総会
（ 6 月19日～21日）は、IOC委員としての地位が
継続していた永井松三からの打電が紹介される
とともに、共同通信社の記者を介してIOCとの交
信を行うことに成功した戦後最初の総会であっ
た16）。
 IOC議事録を検討したところ、この総会では合

計11のNOCの承認審議がなされた。この審議を
経て、新たなNOCとして承認されたのは、南朝
鮮17）、イラン、ビルマ（現在のミャンマー）、グ
アテマラ、パナマ、トリニダード・トバコの 6 ヶ
国であり、承認がなされなかったのは、キュラ
ソー、ジャワ、シンガポール、レバノン、ラトビ
アの 5 ヶ国であった18）。議事録によれば、これら
承認されなかった 5 ヶ国のうち、3 ヶ国の不承認
の理由は以下のようであった。当時オランダの植
民地であったキュラソーとジャワは、オランダを
経由した承認要請ではなかったことが、否決の
理由とされていた。また、ラトビアについては、
NOCの設立がイギリスを通じてIOCに通知され
たものであり、IOCはこの承認を否決したことが
記されていた。この否決の背景は、当時のラトビ
アがソ連の占領下にあったことを考慮しなければ
ならない。すなわち、ソ連の占領下にある地域か
らのNOC承認の申請が、ソ連ではなくイギリス
を経由している状況を認めることは、国際情勢に
影響を与える可能性があるとの判断がなされたと
考えられる。なお、シンガポール、レバノンにつ
いては、否決の事実しか記載されておらず、理由
は明確には示されていなかった。
 これらの承認審議に加えて議事録の同項には、
日本とドイツのNOC承認に関する内容が記され
ていた。この総会の約 1 年前に開催された戦後最
初のIOC総会であるローザンヌ総会（1946年 9 月
 3 日～ 6 日）には、日本、ドイツのNOCの存否
に関する議論や、両国のオリンピック大会への参
加に関する議論は記録されていない19）。したがっ
て記録上は、このストックホルム総会において、
戦後初めて、日本とドイツのNOCの存否が議論
されたといえる。
 この議事録によれば、ドイツに関する議論につ
いては「ドイツ：オリンピック委員会はフラン
クフルトにおいてまさに創設されたところであ
る。この承認は否決された」と記されている。た
だし、この総会の記述は、1 ヵ月後の1947年 7 月
に発行された“IOC Bulletin”第 5 号に掲載さ
れた議事録20）とは表現に食い違いがみられる。
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Bulletin版「NOCの承認」の項のドイツの欄に
は、次のように記されている。「オリンピック委
員会はフランクフルトにおいて、まさに創設され
たところである。この承認については延期する
ことが決定した。」このように、議事録では「否
決」、Bulletinでは「延期」という、明らかに意
味の異なる記述がなされているが、このような記
述の違いが生じた理由は解明することができな
かった。Buschmann、Lennartz（1998）21）によ
ると、ドイツのオリンピック委員会は、第14回大
会参加を目指して、ストックホルム総会の直前の
1947年 6 月 7 日～ 8 日にスポーツ代表者約100人
がフランクフルトに集まって創設された。しかし
ながら、IOCの拒否を受け、多くの人が落胆した
とされている。
 一方、日本に関する議論とみられる議事録部分
は、国名にあたる箇所に「東京」との記述がなさ
れていた。IOCが日本を「東京」と表記した理由
は不明であるが、ここでは、この「東京」との箇
所を日本に関する議論として取り扱うこととす
る。議事録によれば「この国（日本：筆者）のオ
リンピック委員会は現在も存在しているとの申し
出がIOCになされた。この問題については、審議
しないこととなった」とされていた。議事録にお
ける「申し出」とは、この総会期間中の 6 月19日
に、IOC委員であった永井松三が共同通信社を通
じてIOC会長エドストローム宛に送った電報22）

を指すと考えられる。この議事録から、オリン

ピック大会に参加することを目指していた大日本
体育会にとって極めて重要であったNOCの承認
は、ストックホルム総会では審議対象にもならな
かったことがわかる。
 なお、前述のドイツのNOC承認の審議に関連
して言及した“IOC Bulletin”第 5 号上には、総
会の議事録とは別に「1948年ロンドンおよびサン
-モリッツ大会への招待国一覧」について記載さ
れた頁があり、その頁には「ソ連の立場」とい
う項があった。この項の末尾には「ドイツおよ
び日本においては、承認されたNOCが存在しな
い」23）との記述が添えられていた。この記述に従
えば、NOCの再承認を申請していたドイツと同
様、日本のNOCをIOCは承認していなかったと
判断される。

 2 ） 1948年サン-モリッツ総会におけるNOC承認
審議

 翌年、1948年 1 月30日から開催されていた第 5 

回冬季オリンピック・サン-モリッツ大会に合わ
せ、IOCサン-モリッツ総会（1948年 1 月29日～
31日、2 月 2 日～ 8 日）が行われた。この総会で
は、新たにコロンビア、レバノン、パキスタン、
シリア、プエルトリコの 5 ヶ国のNOC承認審議
が行われ、すべての加盟が承認された24）。このう
ちレバノンについては、前回のストックホルム総
会でNOC承認が否決されていたが、この総会で
は承認されている。レバノンが承認に転じた理由

図 1　1947年IOCストックホルム総会の議事録。
　　　上が議事録の原本であり、下は“IOC Bulletin”No.5に掲載されていたものである。
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は記されていなかった。この総会でNOCが承認
された 5 ヶ国は、いずれも第14回大会に招待さ
れ、参加している25）。なお、この総会の記録には
日本およびドイツのNOCに関する議論はみられ
なかった。
 一方で、同議事録にはニュージーランドの
IOC委員であったアーサー・ポリット（Arthur 

Espie Porritt）の報告の項があり、そこには
「この機会に保健体育、レクリエーション、リハ
ビリテーションの国際会議を組織化し、進行状況
を説明するため1948年 7 月23日～25日にロンドン
で会議を開催する。ドイツと日本を除く世界のす
べての国を招待する」と記載されていた。これ
は、オリンピック大会と直接関係はないが、日本
とドイツを招待しない姿勢は、他の組織にも及ん
でいることがわかる。
 なお、IOCサン-モリッツ総会の前にあたる
1947年11月発行の“IOC Bulletin”第 7 号には第
 5 回冬季オリンピック・サン-モリッツ大会の招
待国について書かれている。そこには「一方、ド
イツや日本のような国は、現在国内オリンピック
委員会を持っていないため、オリンピックへの
参加が認められていません」26）とあ る。ここでも
NOCが存在しないことを理由に、大会への参加
を認められなかっ たこととなっている。
 また、IOCサン-モリッツ総会と同時期にあた
る1948年 1 月に発行された“IOC Bulletin”第 8 

号では「日本からのニュース」と書かれた記事が
あり、当時のIOC委員であった永井松三からIOC

宛に、日本オリンピック協会を設立した目的を述
べた書簡の内容が掲載されていた。そこには「日
本のNOCは戦後の活動を再開したこと」や「日
本オリンピック協会を創設し、その目的は国際親
善を強化するとともに、国民のスポーツ生活の向
上を図ることを支援することによってオリンピッ
ク・ムーブメントを奨励することである」27）と
いった内容が掲載されていた。この内容から、日
本オリンピック協会設立の意図はオリンピック・
ムーブメントに対し、より深く関与する組織の整
備にあり、永井は、そのことをIOCに示していた

ことがうかがえる。

 3 ） 1948年ロンドン総会におけるNOC承認審議
 第14回大会前後にはロンドンでIOC総会（1948

年 7 月27日～29日、8 月13日）が開催された。こ
の総会では、イギリス領ギアナ（現在のガイア
ナ）、イラク、シンガポール、パキスタン、プエ
ルトリコ、シリアの 6 ヶ国がNOCとして承認さ
れたことが議事録に記載されている28）。ただし、
ロンドン総会でのNOC承認については「会長は
サン-モリッツ総会以降に承認された新たなNOC

のリストを読み上げた」とする事後報告形式の記
録となっている。
 このロンドン総会でNOCが承認されたパキス
タン、プエルトリコ、シリアの 3 ヶ国は、すでに
前回のサン-モリッツ総会の議事録にも承認が記
録されていた。なぜ、このように重複して承認が
記録されることになったかの理由は不明である。
また、これら 3 ヶ国以外のイギリス領ギアナ、イ
ラク、シンガポールについては、この総会以前に
承認として取り扱うことが決定されていたとみら
れる。なお、上記 3 ヶ国（イギリス領ギアナ、イ
ラク、シンガポール）はいずれも第14回大会に参
加している29）。
 日本のNOCに関する議論の記録は、IOCロン
ドン総会の議事録には存在しなかったが、総会
直前にロンドンで開催されたIOC理事会（1948

年 7 月23日～24日）の議事録上では確認すること
ができた。議事録では「新たなNOCの承認」の
審議のひとつとして日本が議題とされていた。議
事録によれば「ブランデージ氏はこの国（日本：
筆者）のスポーツ組織の存在は確認されていると
の報告を行い、理事会も再びそれを認めるべきで
あると判断した。アバーディア卿は、英国軍の感
情は、ドイツ人に対するものよりも日本人に対す
る批判の方が非常に強いと述べた」30）と記録され
ている。協議の最終的な結果、日本のNOCの承
認は保留されることとなった。この理事会議事録
からは、当時、IOC理事会内部でも、日本の承認
について賛否両論があったことがうかがえる。
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 ちなみに、前述した“IOC Bulletin”第 8 号で
は「日本からのニュース」と書かれた記事が掲載
され、次の第 9 号（1948年 3 月発行）からNOC

のリストに日本の住所が掲載されるようになっ
た31）。つまり、この1948年 3 月の時点でIOCは日
本のNOCの存在を確認していたと読み取ること
もできる。しかしながら、IOCロンドン総会では
議論の対象にすらならなかったのである。
 以上のように、本節では第14回大会開催年にあ
たる1948年になってからの段階であっても、IOC

総会においてNOCとして承認された国は複数存
在し、それらの国のNOCには第14回大会への招
待状が送付されたことが明らかとなった。しか

し、1947年 1 月から 3 月にかけ、第14回大会組織
委員会は「日本、ドイツはNOCが存在しないた
め大会には招待しない」32）ことを公式に発表し、
それが変更されることはなかった。それでは、こ
の公式発表の前後に第14回大会組織委員会では、
どのような議論が行われていたのか。そこで次節
では、第14回大会組織委員会理事会における議論
を検討する。

 2 ． 第14回大会組織委員会による招待国
 検討の議論

 第二次世界大戦終結後の戦後処理の混乱が残る
中、1948年夏季オリンピックの開催地がロンドン

1947年IOCストックホルム総会
国名 IOCの対応 第14回大会への参加
南朝鮮 承認 参加
イラン 承認 参加
キュラソー 否認 不参加
ジャワ 否認 不参加
ビルマ 承認 参加
グアテマラ 承認 不参加
パナマ 承認 参加

トリニダード 承認 参加
シンガポール 否認（1948年承認される） 参加
レバノン 否認（1948年承認される） 参加
ラトビア 拒否 不参加
ドイツ 拒否（Bulletinでは延期） 不参加

東京（日本） 議論されず 不参加

1948年IOCサン-モリッツ総会
コロンビア 承認 参加
レバノン 承認（1947年時は否認） 参加
パキスタン 承認 参加
シリア 承認 参加

プエルトルコ 承認 参加

1948年IOCロンドン総会
イギリス領ギアナ 承認 参加

イラク 承認 参加
シンガポール 承認（1947年時は否認） 参加
パキスタン 承認（前回すでに承認） 参加
プエルトルコ 承認（前回すでに承認） 参加
シリア 承認（前回すでに承認） 参加

表 1　1947年～1948年のIOC総会での新たなNOC承認、否認を受けた国
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に決定したのは、1946年 2 月14日であった。この
決定を受け、イギリス・オリンピック委員会は約
 2 年半でオリンピック大会の開催を実現させな
ければならなかった。1948年第14回オリンピッ
ク・ロンドン大会組織委員会が組織されたのは、
開催地決定から約 1 ヵ月後の 3 月14日である33）。
組織委員会委員長はIOC委員でもあったバーレー
（Lord Burghley）が就任し、組織委員会はIOC

委員であったアバーディア（Lord Aberdare）、
ベネット（Noel Curtis-Bennett）、ニュージーラ
ンドのIOC委員であるアーサー・ポリットなど14

名で構成された。組織委員会の主任にはホールト
（E. J. H. Holt）、組織委員会の書記長にはベヴ
ァン中佐（Lt-Col T. P. M. Bevan）がそれぞれ
就任した34）。同時に組織委員会の理事会も設立さ
れ、理事長には組織委員会委員長のバーレーが
選出されるとともに、エヴァン・ハンター大佐
（Colonel Evan A. Hunter）ら 7 名で構成され
た。この第14回大会組織委員会の理事会は1946年
に15回の会議を開催し、第14回大会の準備を急い
だ35）。これら理事会が審議した内容に、大会に招
待する国に関する議論が含まれていた。
 本節ではイギリスのイースト・ロンドン大学
（University of East London）に所蔵されて
いる、1947年 1 月～ 4 月の第14回大会組織委員
会の理事会議事録（Minutes of the Executive 

Committee of the Organising Committee for 

the XIVth Olympiad London, 1948）の記録を
使用し、大会の招待国についてどのような話し合
いが理事会内で行われていたのかを検討する。
イースト・ロンドン大学には、1948年10月までの
第14回大会組織委員会理事会議事録が所蔵されて
いる。このうち、第14回大会の招待国に関する審
議は1947年 1 月～ 4 月に集中していた。このよう
に審議が集中していたことは、第14回大会の招待
状の送付が1947年 4 月14日に行われたことと符号
する。また、前述したように、日本国内における
報道においても、第14回大会組織委員会は1947年
 1 月～ 3 月にかけて「日本、ドイツを招待しな
い」と表明したとされ、これとも合致している。

 第14回大会組織委員会の理事会が組織されて以
降、最初に招待状の送付に関する記録がみられる
議事録は1947年 1 月16日のものであった。この議
事録によれば、組織委員会事務局長は 1 月末もし
くは 2 月中旬までに招待状の準備ができる見込み
であると報告している36）。同年 2 月 6 日の理事会
では、各国のNOCに招待状を送付することが決
定したものの37）、2 月13日の会議では、招待状の
作成作業に必要な電力の不足により送付が遅れる
ことが報告がされていた38）。
 一方、招待状の送付時期が迫るにつれ、送付の
対象となる国に関する議論も行われ始めた。1947

年 2 月20日の理事会議事録には「各国への招待状
の送付を準備するため、スレーター氏は現時点で
のIOC BulletinからNOCのリストを用意したと
報告した」39）とある。第14回大会組織委員会は自
ら招待する国を選定したわけではなく、IOCに承
認されたNOCに大会への招待状を送付しようと
したのであり、『オリンピック憲章』 の規定に則っ
ていたと考えられる。
 続けて1947年 3 月 6 日の議事録には、以下の記
録がみられる40）。

招待状完成版の複写が委員会に配布された。招
待状が完成し、署名後、ただちにIOC  Bulletin

の最新号にあたる第 3 号の一覧にある53のNOC

に郵送すべきとの意見が承認された。特定の国
（例えばビルマ、南朝鮮、カリブ海のグルー
プ、ペルシャ、ソ連）は、IOCに申請中、もし
くは申請するであろうと思われる。委員会とし
ては、これらの国に招待状を送る前に、IOCが
受理したとの確認を待たなければならないとい
うことで意見がまとまった。

 この議事録の記述にもとづき、大会組織
委員会が招待状発送のために参照した“IOC 

Bulletin”の第 3 号（1947年 2 月発行）に記載
されているNOCの一覧を確認したところ、54の
NOCが記載されていた41）。この一覧には日本の
NOCは含まれていたが、住所欄は空白であっ
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図 2　第14回大会組織委員会第10回理事会議事録（1947年 3 月 6 日）の招待の議事

図 3　“IOC Bulletin”No.3のNOCリスト

た。これを組織委員会が招待状を送ったとする53

のNOCと照合した結果、招待状が送られなかっ
たのは日本のNOCであったことが明らかになっ
た。また、この1947年 3 月 6 日組織 委員会理事会
では、リストの54ヶ国に含まれていなかったビル
マ、南朝鮮、ペルシャ（現在のイラン）、ソ連な
どの国々に関する議論も行われていたものの、日

本に関する議論は全く行われていなかった。
 戦後、“IOC Bulletin”は1946年10月に第 1 号
が発行された。この第 1 号においてもNOCのリ
スト42）では、日本の国名は削除されていないも
のの、住所欄は空白であった。ドイツの記載内容
と比較すると、“IOC Bulletin”第 1 号と第 2 号
（1946年12月発行）のNOCのリスト43）では、ド
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イツは日本と同様、住所欄が空白の状態で国名の
み掲載されていた。しかし上述の組織委員会の招
待状発送の元になった第 3 号のNOCのリストで
は、ドイツの国名自体が削除されていた。した
がって、戦後直後の混乱した時期、日本とドイツ
のNOCは連絡先不明の扱いとなっていた。ドイ
ツに関しては、NOCの存在が“IOC Bulletin”
第 2 号と第 3 号が刊行される間の時期に未確認の
状態になったといえる。この点で、第 3 号でも継
続して連絡先不明の扱いとなっていた日本とは、
異なっていた。しかし、第14回大会組織委員会理
事会の議事録をみる限り、日本とドイツのNOC

の取り扱いに関する議論は一切存在しなかった。
 1947年 3 月20日の理事会では、招待国に関して
「会長と委員長により53ヶ国の国内オリンピック
委員会への公式招待状への署名が行われた」44）こ
とが報告された。さらに、1947年 4 月17日の理事
会では、53ヶ国のNOCへの招待状の発送を完了
したことが報告されていた45）。この 4 月17日以降
の理事会議事録では、大会に招待するNOCに関
する議論の記録はみられなかった。したがって、
これ以降、第14回大会組織委員会はIOC総会にお
けるNOCの加盟承認にもとづき、ほぼ自動的に
招待状を送ったと見るべきであろう。

おわりに

 本研究では、日本のオリンピック・ムーブメン
ト復帰の条件として不可欠な戦後のNOCの存在
に関する議論が、IOC総会および理事会、さらに
第14回大会組織委員会の理事会において、どのよ
うに議論されたかについて検討を行った。
 IOC総会および理事会の議事録から日本の
NOCの存在の認否は、審議の延期や保留によっ
て、明確にされてこなかったことが明らかになっ
た。この背景には「存在が確認されている」
と主張するアメリカのブランデージ（Avery 

Brundage）に対し、イギリスのアバーディアが
イギリス軍の日本人に対する感情を持ちだすな
ど、IOC理事会内部において見解の相違がみられ
ていたことがあったと考えられる。日本がアメリ

カを中心とした連合国軍の占領下にあり、イギリ
スのIOC委員が強い反日感情を示す中で、それで
もあえて解決する必要性があるとの認識はIOCに
はなかったといえる。一方、国際社会において同
じ敗戦国という立場にあったドイツの場合は、戦
後再びNOCを設立し、加盟申請を行った。しか
し、1947年IOCストックホルム総会で、ドイツの
加盟は否決された。このようなドイツの状況と比
較すれば、日本のNOCの存在については 認否が
明確にはなされず、非常に曖昧な位置づけのまま
数年が経過したということである。
 第14回大会組織委員会理事会の議事録では、
“IOC Bulletin”のNOCリストには存在する
が、唯一、所在地が不明である日本には招待状を
送付しないという、いわば事務的な手続きの記録
 が残されていたのみであった。日本のNOCがリ
ストに含まれていた以上、その所在地探索に関
する議論や確認作業が行われる可能性はあり得
たが、第14回大会組織委員会の理事会は、その
ような動きを全く見せていなかった。ただし、
Bulletinにおける日本のNOCの所在地は、1948年
 3 月発行の第 9 号以降、再度記載されるように
なった。この時期以降も新たにIOCに加盟した
NOCには、第14回大会への招待状が送付されて
いた。この事実を考慮すれば、日本に招待状が送
付されなかった理由が、NOC所在地の不明とい
う、事務的な問題のみにあったと考えるには無理
がある。しかしながら、第14回大会組織委員会の
理事会議事録には、日本に対する軋轢を感じさせ
る記録は見られなかった。そのため、この軋轢に
関する事実を追求するには、更なる史料の検討が
不可欠であ る。
 本研究では、戦後日本のオリンピック・ムーブ
メント復帰に必要となるNOCの存在の認否につ
いては、IOCでは審議が保留されていたこと、第
14回大会の組織委員会では審議の対象から外され
ていたことが明らかとなった。当時の『オリン
ピック憲章』の規約では、大会組織委員会に権限
があったとする招待状の送付であるが、日本を招
待しないという主導はIOCによってなされたのか
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イギリスによってなされたのかは明らかにできな
かった。今後は、IOCで重要な発言権を有した人
物やイギリスのIOC委員らによる書簡等の文書史
料を検討し、戦後日本のNOCの存在の認否とオ
リンピック・ムーブメントへの復帰問題について
検討していきたい。
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